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１ 計画策定の目的 

(1)   プレジャーボート等の船舶の係留については、河川区域においては河川法第 24 条、第 26 条の

規定に基づく河川管理者の許可が必要であり、無許可で係留している船舶は不法係留である。 

（港湾区域、漁港区域については、区域又は物件を指定し、公告後において放置された場合不法

係留となる） 

(2)   不法係留船は、河川の流下の阻害、桟橋や係留杭等の設置による護岸の損傷、河川工事の実施

の支障、増水時や氾濫時における船舶や桟橋等の流出による河川管理施設の破損等、治水上の支

障のほか、一般公衆の自由使用の妨げ、油漏れによる水質事故の発生、景観の阻害、エンジンの

騒音、迷惑車両による通行阻害等、様々な面で河川管理・港湾管理・漁港管理上のトラブルを引

き起こす要因となっており、基本的には許可できないものである。 

このため、これまで不法係留者の「自主的是正」を期待する啓発活動に取り組んできたところ

であるが、新湊地区における不法係留は改善が見られないまま現在に至っており、さらに踏み込

んだ実効性のある対策が求められている。 

(3)   不法係留は法に基づく撤去措置の対象となるものであることから、不法係留解消のための適正

かつ計画的な規制措置の実施を目的に、本計画を策定するものである。 

２ 不法係留船の現状等 

(1) 令和元年 10 月に実施されたプレジャーボート実態調査では、新湊地区の河川区域に 203 隻(新 

堀川 74 隻、内川 129 隻（漁船 38 隻含む）、新鍛治川 0隻) 不法係留船が確認されている。内川は

東橋を境に、東側は河川区域と港湾区域、西側は河川区域と漁港区域が重複しており、河川・港

湾区域（東橋より東側）に 62隻、河川・漁港区域（東橋より西側）に 67隻（漁船 38 隻含む）確

認されている。 

港湾区域は内川整理場（内川河口と新港大橋の範囲）に 7隻、堀岡船だまりに 0隻、海岸に 19

隻、漁港区域は新湊漁港に 7隻確認されている。 

(2) また、内川には、漁船、観光船などプレジャーボート以外の船舶が係留されている。河川区域 

では、前述のとおり各施設管理者の許可を得ない限り不法係留となるものであり、今後の取扱い 

の方向性等を当協議会で議論する必要がある。 

(3) 係留形態としては、河岸に桟橋等を設けて係留しているもの、護岸や河川に杭等を打ち込みロ 

ープで係留しているもの、樹木やベンチにロープでくくりつけて係留しているもの等があり、増

水時には船舶や桟橋等の流出による河川管理施設や許可工作物の破損が懸念される。 

 また、早朝の出航による騒音や違法駐車に対する苦情がある。 
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(4) これまで、所有者への違法性の周知と河川区域外への自主的な移動を目的として、係留禁止看 

板の設置や警告ビラの貼り付け等による意識啓発活動を行ってきており、近年の係留船隻数は減

少傾向にあるものの、依然として 230 隻を超える不法係留船が確認されており、対策が必要な状

況となっている。 

  ○ 不法係留船数の推移                           単位：隻 

河川・漁港名 ＼ 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 R 元年度

新堀川 112 104 110 103 102 95 74 

内川（東橋より西側） 99 90 88 81 84 72 67 

内川（東橋より東側）
93 94 85 83 

72 71 62 

内川整理場 7 7 7 

堀岡船だまり 3 3 3 3 1 1 0 

新湊漁港 4 5 6 6 5 6 7 

海岸 34 31 26 22 22 19 19 

合 計 345 327 318 298 293 271 236 

３ 係留保管施設の現状 

(1)   プレジャーボート等の恒久的な係留保管施設については、新湊地区では海老江海浜公園横に   

新湊マリーナ、新堀川河口部にスズキマリーナがある。 

新湊マリーナは拡張整備が完成し、398 隻の収容余力がある。［図－１］ 

スズキマリーナには 29隻の収容余力がある。 

(2)   また、新湊地区に隣接する高岡地区の城光寺マリーナに 20 隻の収容余力があり、不法係留船の

誘導先として期待できる。 

４ 今後の対策 

(1)基本方針 

   恒久的な係留保管施設である「新湊マリーナ」の拡張に伴い、当該施設等への不法係留船の誘

導が可能となったことから規制措置を講じ、行政と関係機関・団体が相互に連携しながら本対策

を推進していくものとする。 

   なお、対策の実施にあたっては、本地区の有する地域特性に十分配慮するため、射水市及び自

治会等地域の意向を反映するよう努めるものとする。 

特に、内川には、漁船、観光船など射水市の産業、景観、観光などまちづくりに資すると考え

られる船舶が係留されている。例えば、施設管理者（県）は、内川での占用を許可することなど

により、係留を可能とする船舶（現行河川法の施行（昭和 39 年）以前から漁港として停泊されて

いた漁船や公益性を有する観光船など）の区分やその方法などについて、広く住民・県民の理解

が得られる方法を検討するものとする。 

（2）規制措置の実施計画 

ア 河川区域における重点的撤去区域の設定[区域設定図] 

令和元年 10 月の実態調査で、新湊地区の河川区域における不法係留の大部分を占める 2級河
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川内川及び 2 級河川新堀川において、重点的に強制的な撤去措置を執る必要があると認められ

る区域（以下「重点的撤去区域」という）として、下表の区間を重点的撤去区域に設定する。 

河川名 重点的撤去区域の設定範囲 参照 

2 級河川 内川 庄川と湊橋、万葉線鉄橋の区間 [区域設定図]

2 級河川 新堀川 河口から白石大橋下流端まで [区域設定図]

2 級河川 新鍛治川 新堀川との合流点から新鍛治川橋下流端まで [区域設定図]

イ 港湾区域における放置等禁止区域の指定[区域設定図] 

新湊地区の港湾区域における放置艇数は内川整理場に 7隻、堀岡船だまりに 0隻、海岸に 19

隻となっている。 

内川・新堀川及び新湊漁港における強制的な撤去措置の実施により、船舶の移動による放置

艇の増加が懸念されるため、放置等禁止区域を指定する。港湾区域の放置等禁止区域設定範囲

は「2 級河川内川の東橋より東側、内川整理場、堀岡船だまり泊地、堀岡泊地、堀岡 3 号物揚

場前面泊地、新湊マリーナ、海老江船だまり泊地」とする。 

海岸については、係留禁止看板の設置や警告ビラの貼り付け、パトロール等の対策を強化す

るものとする。なお、対策の強化にかかわらず不法係留の状況が著しく悪化したとき、必要に

応じて強制的な撤去措置を執るものとする。 

ウ 漁港区域における放置等禁止区域の指定[区域設定図] 

令和元年 10 月の実態調査では、新湊漁港の放置艇は 7隻となっている。 

今後は、河川における不法係留船の強制的な撤去措置の実施により、漁港内の空きスペース

への船舶の移動による放置艇の増加が懸念されることから、新湊漁港と 2 級河川内川の東橋よ

り西側において、放置等禁止区域（漁船以外の船舶がみだりに放置することを禁止する区域）

を指定する。 

エ 規制措置の周知徹底 

規制措置を効率的に進めていくためには、事前に不法係留船の所有者のみならず、関係機関・

関係団体等に広く周知することが必要である。 

このため、行政、マリーナ事業者等が連携しながら重点的撤去区域の設定と規制措置の周知

及び保管施設への誘導を促すための広報を積極的に行うものとする。 

オ 所有者への指導・処分 [図－２] 

重点的撤去区域及び放置等禁止区域内に不法占用されている船舶・工作物について、所有者

の確認作業を進め、所有者が確認できた船舶・工作物から順次、マリーナへの移動や撤去を促

し、必要に応じて河川法に基づく監督処分や行政代執行法に基づく代執行の措置等を講ずるも

のとする。 

また、所有者が判明しない不法係留船及び放置されたままの桟橋等の工作物については、河

川法に基づく簡易代執行等を実施するものとする。



４ 

カ 漁船、観光船、屋形船への対応 

  河川敷地の占用許可の具体的なルールについては、国の通達により、河川敷地占用許可準則

として定められている。また、不法係留船対策の実施にあたり、漁船等の事業の用に供する船

舶については、漁港区域との重複区域において船舶係留施設の占用を認めること等の柔軟な対

応を行ってもよいとされている。 

そこで、漁船、観光船及び屋形船については、占用施設としての実体を確認の上、次のとお

り占用を許可することとする。 

(ｱ) 漁船については、漁港区域との重複区域に限り、船舶係留施設として占用を許可する。な

お、許可申請は新湊漁業協同組合がとりまとめて行う。

(ｲ) 観光船については、公共的な水上交通のための船着場として既に占用を許可している。

(ｳ) 屋形船については、川の駅の指定管理者の自主事業として運営されており、川の駅管理運

営に必要な施設として、指定管理期間に限り、船舶係留施設として占用を許可する。なお、

許可申請は射水市が行う。

（3）計画推進のための取り組み 

ア 広報・啓発、情報提供活動 

河川・港湾・漁港利用の秩序の確立や係留・保管の適正化を図るためには、不法係留船所有

者の自己責任の原則を前提にしながら、河川・港湾・漁港利用のルールやマナーの遵守等につ

いて、意識の啓発活動を行っていく必要がある。 

このため、不法係留船の所有者に対するチラシ等の作成・配布、行政広報紙等マスメディア

を利用したＰＲ等により、マリーナへの移動を促すものとする。 

また、マリーナ事業者は、保管施設に係る情報の提供やルール、マナーの遵守等の意識・啓

発活動に積極的な役割を果たすことが望まれる。 

 イ 体制 

新湊地区不法係留船対策協議会を活用して、行政、警察機関、地域住民、漁業関係者、利用

者団体、マリーナ事業者等が情報交換や連絡調整を行い、連携協力しながら横断的な対策を講

じていくこととする。 
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対   策   協   議   会 

国（国土交通省） 

地方公共団体（射水市）

警察機関 

水域管理者 

（河川・港湾・漁港）

地域振興会、漁業協同組合 

NPO 団体、観光船運航者 

観光協会、商工会議所 

地元マリンクラブ 

マリーナ事業者  

不 法 係 留 船 対 策 

 係留・保管の適正化 
利 用 の 秩 序 の 確 立 

治 水 安 全 度 の 向 上 

規 制 措 置 係留・保管施設 自己責任の徹底  利用の秩序の確立 

・重点的撤去区域の設定 

(内川・新堀川・新鍛治川)

・放置等禁止区域の指定 

（港湾区域、漁港区域）

・規制措置の周知徹底 

・所有者への指導、処分 

・既存マリーナへの

誘導、利用促進 

・受益者負担原則

・マナー、ルール遵守

・賠償責任保険の加入

・河川、港湾の利用 

ルールについての

指導 

（4）実施スケジュールの目途 

ア 令和２年３月 ・計画の決定、公表 

イ    〃 ・令和２年９月から重点的撤去区域を設定、放置等禁止区域

を指定することの公告（予告） 

ウ    〃 ・計画周知のための広報啓発活動及び不法係留船所有者等へ

の個別指導（新湊マリーナ拡張エリアの供用開始に係る情

報提供等）の開始 

エ 令和２年９月 ・重点的撤去区域の設定、放置等禁止区域の指定 

オ 令和２年 10月以降 ・保管施設への誘導を促す個別指導の強化（県の監督処分に

従わず撤去を行わない場合は行政代執行を検討） 

（5）他の水域における対策（高岡地区） 

新湊地区に隣接する高岡地区においては 208 隻の放置艇が確認されているが、同地区には城光

寺マリーナに 20 隻の収容余力しかなく、収容施設が不足している。同地区の放置艇は城光寺マリ

ーナや新湊地区の係留保管施設への誘導による自主的撤去を促すものとする。 

また、新湊地区の対策に伴い同地区への船舶の移動が懸念されることから、係留禁止看板の設 

置や警告ビラの貼り付け、パトロールの強化等の対策を行うものとする。 
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図―１ 新湊マリーナの概要
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平成 30 年 8 月供用開始部分（１４６隻） 
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図－２ 河川法等に基づく規制手順 

河川法に基づく  

行政代執行法に基づく

原状回復の指導（口頭）

文書による警告 

指示書交付（河川法第77条第1項）

弁明の機会の付与（行政手続法第 13 条）

廃棄物で

あると認

められる

場合であ

って、緊

急に撤去

の必要が

ある場合

監督処分（河川法第 75 条第１項）
河川維持により除去 

自
主
的
移
動

所有者判明（登録番号「有」）の場合 

※ 小型船舶検査機構に登録事項証明書交付請求

所有者不明（登録番号「無」）の場合 

廃棄物であると 

認められる場合

廃棄物であると

認められない場合 

公告（県公報登載） 

河川法第 75 条第３項

簡易代執行 

河川法第 75 条第３項

不 法 係 留 船 の 所 有 者 調 査 

（登 録 番 号 の 有 無 の 確 認） 

行政代執行法による文書戒告

（行政代執行法第３条第１項） 

原因者負担金の徴収

（河川法第 67 条） 

船舶等の返還

所有者再調査

廃 棄 

費 用 徴 収

返 還 

代 執 行 実 施 

代 執 行 令 書 の 通 知

（行政代執行法第３条第２項）

売却 

(保管に不相当な費用、

手数を要する場合)

売却不可 

(評価額が著しく低

い場合) 

売却代金の保管 

代金の所有権取得

価格の評価 

保  管 

保管の公示 

費用納付命令 保 管 
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【区域設定図】 新湊地区 重点的撤去区域等設定範囲

新湊漁港
(漁港区域：放置等禁止区域)

新堀川
(河川区域：重点的撤去区域)

内川（東橋より西側）
(河川区域：重点的撤去区域)
（漁港区域；放置等禁止区域）

新鍛治川
(河川区域：重点的撤去区域)

スズキマリーナ（民）

新湊マリーナ
(港湾区域：放置等禁止区域)

船だまり等
(港湾区域：放置等禁止区域)

内川整理場
(港湾区域：放置等禁止区域)

東橋

万葉線鉄橋
内川（東橋より東側）
(河川区域：重点的撤去区域)
（港湾区域：放置等禁止区域）

富山市

新鍛治川橋

白石大橋

湊橋


